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○鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

平成２２年３月１８日 

条例第３号 

改正 平成２５年９月３０日条例第２６号 

平成２７年３月１９日条例第２４号 

平成２７年１２月１７日条例第４４号 

平成３１年３月１４日条例第１１号 

（目的） 

第１条 この条例は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第６８条の２第１項の規定に基づき，地区計画の区域内における建築物の用途，敷

地及び構造に関する制限を定めることにより，当該区域における適正な都市機能と

健全な都市環境を確保することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は，法及び建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号。以下「令」という。）の定めるところによる。 

（適用区域） 

第３条 この条例は，別表第１に掲げる地区整備計画が定められている区域（以下「地

区整備計画区域」という。）に適用する。 

（建築物の用途の制限） 

第４条 地区整備計画区域内においては，別表第２に掲げる地区（地区整備計画にお

いて，当該地区整備計画の区域を区分した地区をいう。以下同じ。）の区分に応じ，

同表の建築物の用途の制限の項に掲げる建築物は，建築してはならない。 

２ 建築物の用途を変更する場合においては，前項の規定を準用する。 

（平２７条例２４・一部改正） 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条 建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合は，その延べ面

積の合計。以下同じ。）の敷地面積に対する割合（以下「容積率」という。）は，

別表第２に掲げる地区の区分に応じ，同表の建築物の容積率の最高限度の項に掲げ

る数値を超えてはならない。 

２ 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率の制限を受ける計画地区の２以

上にわたる場合は，当該建築物の容積率は，同項の規定による当該各計画地区内の

建築物の容積率の最高限度に，その敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷

地面積に対する割合を乗じて得た数値を合計した数値を超えてはならない。 

３ 前２項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定については，

次に定めるところによる。 

（１）延べ面積には，自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車の

ための施設（誘導車路，操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」とい
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う。）の用途に供する部分の床面積は，当該敷地内の建築物の各階の床面積の合

計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合は，それらの建築物の各階の床面積

の合計の和）の５分の１を限度として算入しない。 

（２）延べ面積には，建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下

にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積（当該床面積が当該建築物の住宅

の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１を超える場合は，当該建築物の住

宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）は，算入しない。 

（３）延べ面積には，共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は，

算入しない。 

（建築物の建ぺい率の最高限度） 

第６条 建築物の建築面積（同一の敷地内に２以上の建築物がある場合は，その建築

面積の合計。以下同じ。）の敷地面積に対する割合（以下「建ぺい率」という。）

は，別表第２に掲げる地区の区分に応じ，同表の建築物の建ぺい率の最高限度の項

に掲げる数値を超えてはならない。 

２ 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率の制限を受ける計画地区の２

以上にわたる場合は，当該建築物の建ぺい率は，同項の規定による当該各計画地区

内の建築物の建ぺい率の最高限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積

の敷地面積に対する割合を乗じて得た数値を合計した数値を超えてはならない。 

３ 前２項の適用にあたって，法第５３条第３項第２号に該当する建築物にあっては，

それぞれに定める建ぺい率の数値に１０分の１を加えたものをもって同項に掲げた

数値とする。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第７条 地区整備計画区域の建築物の敷地面積は，別表第２に掲げる地区の区分に応

じ，同表の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。 

２ 前項の規定は，同項の規定の施行又は適用の際，現に建築物の敷地として使用さ

れている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に

基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土

地について，その全部を１の敷地として使用する場合においては，適用しない。た

だし，同項の規定の施行又は適用後において，同項の規定に適合するに至った建築

物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同

項の規定に適合するに至った土地については，この限りでない。 

３ 第１項の規定は，法第８６条の９第１項各号に掲げる事業又は公共施設整備事業

の施行若しくは既存道路の拡幅による建築物の敷地面積の減少により，当該事業の

施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しなくな

るもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の

敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について，その

全部を１の敷地として使用する場合においては，適用しない。ただし，次の各号の
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いずれかに該当する場合は，この限りでない。 

（１）法第８６条の９第１項各号に掲げる事業又は公共施設整備事業の施行若しく

は既存道路の拡幅により建築物の敷地面積が減少した際，当該面積の減少がなく

とも第１項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づい

て建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地 

（２）第１項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至

った土地 

（平２５条例２６・平２７条例４４・一部改正） 

（建築物の壁面の位置の制限） 

第８条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線（地区施設の計画区画

道路を含む。）又は隣地，公園，水路等の境界線までの距離は，別表第２に掲げる

地区の区分に応じ，同表の壁面の位置の制限の項に掲げる数値以上としなければな

らない。 

２ 前項の規定は，外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３メートル以下

のもの，又は，物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが２．３メートル以

下で，かつ，床面積の合計が５平方メートル以内のものには適用しない。 

（平２７条例２４・一部改正） 

（建築物の高さの最高限度） 

第９条 建築物の高さは，別表第２に掲げる地区の区分に応じ，同表の高さの最高限

度の項に掲げる数値を超えてはならない。 

２ 前項の建築物の高さには，階段室，昇降機塔，装飾塔，物見塔，屋窓その他これ

らに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が，当該建築物の建築面積の８

分の１以内の場合は，その部分の高さは，５メートルまでは，算入しない。ただし，

鹿島神宮周辺地区地区整備計画区域については，この限りでない。 

（平２７条例２４・一部改正） 

（建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置） 

第１０条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第４条，第

７条第１項の規定については，当該敷地の過半が地区整備計画区域に属するときは，

当該建築物又はその敷地の全部について，これらの規定を適用し，その敷地の２分

の１以上が地区整備計画区域の外に属するときは，当該建築物又は当該敷地の全部

について，これらの規定を適用しない。 

２ 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第８条第１項及び

前条第１項の規定の適用については，建築物の部分の属する地区整備計画区域の制

限を当該建築物の部分に適用する。 

（建築物の敷地が２以上の計画地区にわたる場合の措置） 

第１１条 建築物の敷地が計画地区の２以上にわたる場合における第４条及び第７条
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第１項の規定の適用については，その建築物又はその敷地の全部について，当該敷

地の過半が属する計画地区の規定を適用する。 

２ 建築物の敷地が２以上の計画地区にわたる場合における第８条第１項及び第９条

第１項の規定の適用については，建築物の部分の属する地区整備計画区域の制限を

当該建築物の部分に適用する。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１２条 法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建築物につい

て，次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合は，法第３条第３項第３号

及び第４号の規定にかかわらず，第４条の規定は，適用しない。 

（１）増築又は改築が，基準時（法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用

を受けない建築物について，法第３条第２項の規定により引き続き第４条の規定

の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。）における敷地内で行われるも

のであり，かつ，増築又は改築後における延べ面積（同一敷地内に２以上の建築

物がある場合は，その延べ面積の合計。以下同じ。）及び建築面積（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合は，その建築面積の合計。以下同じ。）が基準時に

おける敷地面積に対してそれぞれ第５条第１項及び第６条第１項の規定に適合す

ること。 

（２）増築後における床面積の合計は，基準時における床面積の合計の１．２倍を

超えないこと。 

（３）増築後における第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面

積の合計は，基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超えないこと。 

（４）第４条の規定に適合しない事由が原動機の出力，機械の台数又は容器等の容

量による場合は，増築後におけるそれらの出力，台数又は容量の合計は，基準時

におけるそれらの出力，台数又は容量の合計の１．２倍を超えないこと。 

２ 法第３条第２項の規定により第５条第１項及び第２項の規定の適用を受けない建

築物について，次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合は，法第３条第

３項第３号及び第４号の規定にかかわらず，第５条第１項及び第２項の規定は，適

用しない。 

（１）増築又は改築に係る部分が，増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供する

ものであること。 

（２）増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が，基準

時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないこと。 

（３）増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が，

増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の５分の１（改築の場合にお

いて，基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が，基準

時における当該建築物の床面積の合計の５分の１を超えているときは，基準時に

おける自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計）を超えないものである



5/10 

こと。 

３ 法第３条第２項の規定により第８条第１項の規定の適用を受けない建築物につい

て，用途の変更，大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをするとき，又は増築若

しくは改築が第８条第１項の規定に適合しない部分以外で行われる場合で増築若し

くは改築をする部分が第８条第１項の規定に適合するときは，法第３条第３項第３

号及び第４号の規定にかかわらず，第８条第１項の規定は，適用しない。 

４ 法第３条第２項の規定により第９条第１項の規定の適用を受けない建築物につい

て，用途の変更，大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをするとき，又は増築若

しくは改築が第９条第１項の規定に適合しない部分以外で行われる場合で増築若し

くは改築をする部分が第９条第１項の規定に適合するときは，法第３条第３項第３

号及び第４号の規定にかかわらず，第９条第１項の規定は，適用しない。 

（平２７条例２４・一部改正） 

（特例による許可） 

第１３条 次の各号の一に掲げる建築物は，当該許可の範囲内において，第４条，第

７条第１項及び第８条第１項の規定は適用しない。 

（１）市長が公益上必要な建築物で，用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可

したもの 

（２）市長が適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がなく，当該地区整備

計画の区域内における土地利用状況等からやむを得ないと認めて許可したもの 

２ 市長は前項第１号の規定による許可をする場合は，あらかじめ，鹿嶋市都市計画

審議会に諮問しなければならない。 

（平２７条例４４・一部改正） 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

（罰則） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者は，５０万円以下の罰金に処する。 

（１）第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

（２）第５条第１項若しくは第２項，第６条第１項若しくは第２項，第７条第１項，

第８条第１項，第９条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施工し，又は設計図書に従わないで工事を施工し

た場合においては，当該建築物の工事施工者） 

（３）建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより，第７

条第１項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者，管理者

又は占有者 

（４）法第８７条第２項において準用する第４条の規定に違反した場合における当

該建築物の所有者，管理者又は占有者 

２ 前項第２号に規定する違反があった場合において，その違反が建築主の故意によ
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るものであるときは，当該設計者又は工事施工者を罰するほか，当該建築主に対し

て，同項の刑を科する。 

（平３１条例１１・一部改正） 

（両罰規定） 

第１６条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者がその

法人又は人の業務に関して，前条の違反行為をした場合は，その行為者を罰するほ

か，その法人又は人に対して同条第１項の刑を科する。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年９月３０日条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に関する罰則の適用については，なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２７年３月１９日条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に関する罰則の適用については，なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２７年１２月１７日条例第４４号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１４日条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例によ

る。 

別表第１（第３条関係） 

（平２５条例２６・全改，平３１条例１１・一部改正） 

地区の名称 地区計画の区域 

鹿島神宮周辺地区地区整備

計画区域 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項

の規定により告示された鹿島神宮周辺地区地区計画区域

のうち，地区整備計画が定められた区域 

鹿島大野駅周辺地区地区整都市計画法第２０条第１項の規定により告示された鹿島
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備計画区域 大野駅周辺地区地区計画区域のうち，地区整備計画が定め

られた区域 

はまなす公園前駅周辺地区

地区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示されたはま

なす公園前駅周辺地区地区計画区域のうち，地区整備計画

が定められた区域 

荒野台駅周辺地区地区整備

計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された荒野

台駅周辺地区地区計画区域のうち，地区整備計画が定めら

れた区域 

神宮北宮中地区地区整備計

画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された神宮

北宮中地区地区計画区域のうち，地区整備計画が定められ

た区域 

沼尾・林地区地区整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された沼

尾・林地区地区整備計画区域のうち，地区整備計画が定め

られた区域 

別表第２（第４条―第９条関係） 

（平３１条例１１・全改） 

１ 鹿島神宮周辺地区地区整備計画区域 

地区の名称 鹿島神宮周辺地区地区整備計画区域 

地区の区分 鹿島神宮通り及び神宮坂地区 

建築物の用途の制限 次に掲げる建築物 

（１） 法別表第２（に）の項第２号及び第６号に掲げ

る建築物。ただし，１５平方メートル以下の畜舎も含

む。 

（２） 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法

律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項第１号

から第６号まで並びに第７項第１号及び第２号に掲げ

る営業の用に供する建築物 

建築物の容積率の最高限度 ― 

建築物の建ぺい率の最高限

度 

― 

敷地面積の最低限度 ― 

壁面の位置の制限 ― 

高さの最高限度 １３メートル。ただし，参道高さ制限地区（計画図に示

す道路境界線から２０メートルの範囲）に限る。 

備考 この表において「計画図」とは，都市計画法第１４条第１項に規定する計画

図をいう。 
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２ 鹿島大野駅周辺地区地区整備計画区域 

はなます公園前駅周辺地区地区整備計画区域 

荒野台駅周辺地区地区整備計画区域 

地区の名称 鹿島大野駅周辺地区地区整備計画区域 

はまなす公園前駅周辺地区地区整備計画区域 

荒野台駅周辺地区地区整備計画区域 

地区の区分 住宅地区 地域商業地区 

建築物の用途の制限 法別表第２（ろ）の項に掲

げる建築物以外の建築物 

次に掲げる建築物 

（１） マージャン屋，ぱち

んこ屋，射的場，勝馬投票

券発売所，場外車券売場そ

の他これらに類するもの 

（２） カラオケボックスそ

の他これに類するもの 

（３） 法別表第２（ほ）の

項第１号に掲げるもの 

（４） 法別表第２（に）の

項第３号から第５号まで

に掲げる建築物及び事務

所でその用途に供する部

分の床面積の合計が１，５

００平方メートルを超え

るもの 

（５） 店舗，飲食店その他

これらに類するものでそ

の用途に供する部分の床

面積の合計が３，０００平

方メートルを超えるもの 

（６） 畜舎（建築物に附属

する１５平方メートル以

下のものを除く。） 

建築物の容積率の最高限度 １０分の８ １０分の２０ 

建築物の建ぺい率の最高限

度 

１０分の４ １０分の６ 

敷地面積の最低限度 ３００平方メートル 

壁面の位置の制限 建築物の外壁等の面から１．０メートル以上 
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高さの最高限度 １０メートル ２０メートル 

３ 神宮北宮中地区地区整備計画区域 

地区の名称 神宮北宮中地区地区整備計画区域 

地区の区分 ― 

建築物の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物 

劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場，店舗（サービス

の提供に必要な作業場を含む。），飲食店，展示場，公

衆浴場又はボーリング場，スケート場，水泳場その他こ

れらに類する運動施設の用途に供する建築物でその用途

に供する部分（劇場，映画館，演芸場又は観覧場の用途

に供する部分にあっては，客席の部分に限る。）の床面

積の合計が１万平方メートルを超えるもの（附属するも

のを含む。）。ただし，次の用途に供する建築物を除く。 

（１） マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票

券発売所，場外車券売場，勝舟投票券発売所その他こ

れらに類するもの 

（２） カラオケボックスその他これに類するもの 

（３） キャバレー，客の接待を伴う料理店，ナイトク

ラブ，ダンスホールその他これらに類するもの 

（４） 個室付浴場業に係る公衆浴場及び令第１３０条

の９の２で定めるもの 

建築物の容積率の最高限度 １０分の８ 

建築物の建ぺい率の最高限

度 

１０分の４ 

敷地面積の最低限度 ― 

壁面の位置の制限 建築物の外壁等の面から４．０メートル以上 

高さの最高限度 １０メートル。ただし，第一種低層住居専用地域又は第

二種低層住居専用地域の日影規制（法別表第４一の項

（は）の欄及び（に）の欄（一）の号）を満たす場合は，

２０メートル 

４ 沼尾・林地区地区整備計画区域 

地区の名称 沼尾・林地区地区整備計画区域 

地区の区分 レジャーレクリエーション

地区 

スポーツレクリエーション

地区 

建築物の用途の制限 １ 次に掲げる建築物以外

の建築物 

次に掲げる建築物以外の建

築物 
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（１） 店舗，飲食店の

用途に供するもので，

その用途に供する部分

の床面積の合計が１，

５００平方メートル以

下のもの 

（２） ホテル又は旅館 

（３） 寄宿舎 

（４） 公衆浴場 

（５） 前各号の附属施

設 

２ 前項各号に掲げる建築

物の用途であっても，風

俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律

第２条第６項各号に掲げ

る店舗型性風俗特殊営業

の用に供するものは建築

してはならない。 

（１） 屋内運動施設 

（２） 観覧場 

（３） 前２号及び屋外運動

施設の附属施設 

建築物の容積率の最高限度 １０分の５ １０分の５ 

建築物の建ぺい率の最高限

度 

１０分の３ １０分の３ 

敷地面積の最高限度 ― 

壁面の位置の制限 建築物の外壁等の面から２．０メートル以上 

高さの最高限度 １０メートル。ただし，第一種低層住居専用地域又は第

二種低層住居専用地域の日影規制（法別表第４一の項

（は）の欄及び（に）の欄（一）の号）を満たす場合は，

２０メートル 

 


